
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年４月２４日 
　　　　　　　　　　　令和３年５月役員会議事録

〇日　時：４月２４日（土）１７時１０分～１７時５５分
【報告事項】
１　第３・第５公園清掃：４月１１日（日）９時～　１０名
２　「班」及び「地区長」の区割りの一部見直しの検討
（１）第１回打ち合わせ
　　①日　時：４月８日（木）１８時～２０時
　　②出席者：林、金井、廣瀬、関　
　　③概　要：❶各班の現況（班員、地域等）を把握するために「防災マッ

プ」をより活用しやすいものとしていく。
　　　　　　　❷「防災マップ」作製業者と具体的内容を詰めていく。
（２）第２回打ち合わせ（業者との打合せ）
①日　時：４月１２日（月）１３時３０分～１５時

　　②出席者：林、金井、廣瀬、関、佐藤、長島、阿部（業者）　
　　③概　要：❶広告有、広告無の見積依頼
　　　　　　　❷発注～納品までに約半年を要する
　　　　　　　❸年内を目途とする
　　　　　　　❹２年ごとに更新していきたい

３　第２回災害時要援護者名簿登載者対応の民生委員との打ち合わせ 
（１）日　時：４月９日（金）１０時～１１時 
（２）出席者：長島（守）、松本、吉野、関、小林 
（３）概　要： 
①町内会加入状況 

　②今後の対応 
　　・担当する民生委員と佐藤会長、長島副会長、関副会長、小林交通部長と

が２人一組となって町内会加入者全員（６６名）を訪問し、災害時におけ
る❶安否確認の方法❷手助け方法❸気がかりな事柄　の聞き取りを６月中

地　　域 加入者 未加入者 　　計

大道１丁目 ４５名 １４名 ５９名

大道２丁目 １５名 １５名 ３０名

六浦３丁目 ６名 ０名 ６名

　　　計 ６６名 　２９名 ９５名
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に実施する。（５月中に趣旨と状況把握シートをポスティングしておく）
　　・町内会のなすべき事柄と対象人数を把握し、災害時における最低限の行

動判断基準の礎とする。 
４　広報スタッフの募集
　・4/17の臨時三役会で確認しホームページで案内しています。
（１）趣旨：一人でも多くの町内会会員の方に町内会活動に関心を持っていた

だくために、より一層親しみやすい広報活動を展開していくため
（２）広報委員及びイベント企画運営委員
（３）広報のイメージ（今後検討）
　　①「町内会だより」は情報提供にとどめ、従来通り常会で説明し、回覧し

ます。
　　②トピックス等の広報紙とし、四半期ごとに発行することに努めます。
５　六浦西地区社協理事会：４月９日【書面表決】
６　町内会計監査：４月１７日（土）１０時～
７　大道小学校「見守り隊」について
（１）日　時：４月１９日（月）１３時～
（２）出席者：佐藤会長、小林交通部長、相川川町内会会長等、校長、副校長
（３）概　要：
８　六浦西地区連合町内会長会議：４月２２日（水）１９時～
９　六浦西地区社協総会：４月２３日【書面表決】
（１）概　要：①社会を明るくする運動（社明大会）9/4（土）
　　　　　　　②秋期地区推進連絡会　10/1（金）
　　　　　　　③ふれあい秋のつどい　10/27（水）
10　六浦三丁目「双葉荘」ゴミ集積所について

【今後の活動予定】
１　第１０回防災ＰＪ：４月２６日（月）１９時～
２　六浦西地区社協定例会：４月３０日（金）１８時３０分
３　第３・第５公園清掃：５月９日（日）９時～
４　六浦西地区連合町内会長会議：５月２６日（水）１９時～
５　防災ＰＪ：５月２４日（月）１９時～
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【協議事項】
１　総会議案書と書面表決書について
（１）議案書は別冊のとおり。

（２）「書面表決」の総会の日程は次のとおりです。

２　５月１日の地区長・班長常会について 

（１）３分割で行います。

（２）目安時間と担当者は次のとおりです。 

項　　　目 時　　　期 備　　　　　　考

①議案書の配付 5月1日(土)常会

②書面表決書の配付 5月1日(土)常会 封筒に書面表決書を入れ常会メ
ンバーに配布

③書面表決書の回
答

5月15日(土)まで 封筒に書面表決書を入れ集会所
ポストに投函

④書面表決書の集
計

5月16日(日)13時～ 三役及び前宮原役員推薦委員長
長島・山田副委員長立会いで集
計

⑤書面表決結果報
告

6月5日(土)常会 5月16日付文書で班長に通知

区　　分 時　　間 対 象 班 長
第１グループ 18:30～18:50 １班～２３班

第２グループ 19:00～19:20 ２４班～４６班

第３グループ 19:30～19:50 ４７班～７４班

区　　分 目安時間 担当者
配布物の確認 ２分 金井総務副部長
会長挨拶 ２分 会長
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① 司会進行：金井総務副部長　 

② 機器操作：広瀬総務副部長 

（３）町内会だよりは全戸配布から回覧とします。 

「大道よもやま話」は全世帯に配布します。 

（４）配布物の仕分け作業：１３時３０分から役員で対応します。 

（５）役員集合時間：１８時１５分（三役、関係部長出席）

３　天王祭の斎行について
　・新型コロナウイルス感染拡大・瀬戸神社の意向（5/15）及び近隣町内会の
取り扱いを踏まえて早急に検討・決定する。

（１）決定時期：遅くとも５月２９日の役員会までに決定する。
（２）方向性：
【例示】①例年通りに実施する。

②天王祭（本祭り・宵宮）を全面的に中止とする。
　　　　③屋台は巡行しないがお囃子だけ行う。

④宵宮のみ規模を縮小し、密にならないように実施する。
　　　　⑤神輿くぐりのみ実施する。
（３）検討メンバーと開催日
　　①５月１日（土）掃除終了後
③ 三役及び祭り実行委員会

（文責：関）

町内会だより（５
月）

２分 関副会長

総会（書面表決） ３分 関副会長
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